
■山口県における中山間地域の区分について（令和４年４月１９日時点）

合併前市町村名  旧市町村名 離島振興法 山村振興法 半島振興法 特定農山村法 過疎法

（平成14年年度末時点） （昭和25年2月1日） （昭和28年7月22日） （昭和40年5月11日） （昭和60年6月14日） （平成5年6月16日） （昭和45年4月24日）

H29.12改訂 R4.4改正 最終改正：平成17年4月1日 最終改正：平成17年3月30日 最終改正：平成17年3月30日 最終改正：令和4年4月1日

岩国市 都市 柱島、端島、黒島

小瀬村 山間 ○

藤河村 山間 ○

御庄村 中間 ○

北河内村 山間 ○

南河内村 中間 ○

師木野村 山間 ○

通津村 中間 ○

由宇町 中間 ○

神代村2－1 中間 ○

玖珂町 玖珂町 中間 ○

本郷村 本郷村 山間 ○ ○ ○

祖生村 中間 ○ ○

高森町 中間 ○ ○

米川村 中間 ○ ○

川越村 山間 ○ ○ ○

広瀬村 山間 ○ ○ ○

深須村 山間 ○ ○ ○

高根村 山間 ○ ○ ○

桑根村 山間 ○ ○ ○

河山村 山間 ○ ○

秋中村 山間 ○ ○ ○

賀見畑村 山間 ○ ○ ○

坂上村 山間 ○ ○ ○

和木町 和木町 和木町 都市

平郡村 中間 ○ ○

日積村 中間 ○ ○

柳井町 都市 ○ ○

新庄村 都市 ○ ○

余田村 平地 ○ ○

伊陸村 中間 ○ ○

伊保庄村 中間 ○ ○

阿月村 中間 平郡島 ○ ○

神代村2－2 中間 ○ ○ ○

鳴門村 中間 ○ ○ ○

久賀町 中間 前島 ○ ○ ○

蒲野村2－2 中間 ○ ○ ○

蒲野村2－1 中間 笠佐島 ○ ○ ○

屋代村 中間 ○ ○ ○

小松町 中間 ○ ○ ○

沖浦村2－1 中間 ○ ○ ○

油田村 中間 情島 ○ ○ ○

和田村 中間 ○ ○ ○

森野村 中間 ○ ○ ○

白木村 中間 ○ ○ ○

日良居村 中間 浮島 ○ ○

安下庄町 中間 ○ ○

沖浦村2－2 中間 ○ ○

佐賀村 中間 佐合島 ○

大野村 中間 ○

平生町 都市 ○

曽根村 中間 ○

規則で定
める区域市町村名

農林統計

岩国市

岩国市

由宇町

周東町

錦町

美川町

美和町

柳井市

柳井市

大畠町

周防大島町

久賀町

大島町

東和町

橘町

平生町 平生町



合併前市町村名  旧市町村名 離島振興法 山村振興法 半島振興法 特定農山村法 過疎法

（平成14年年度末時点） （昭和25年2月1日） （昭和28年7月22日） （昭和40年5月11日） （昭和60年6月14日） （平成5年6月16日） （昭和45年4月24日）

H29.12改訂 R4.4改正 最終改正：平成17年4月1日 最終改正：平成17年3月30日 最終改正：平成17年3月30日 最終改正：令和4年4月1日

規則で定
める区域市町村名

農林統計

麻里府村 中間 ○ 馬島

麻郷村 都市

田布施町 中間 ○

城南村 中間 ○

室津村 中間 ○ ○

上関村 中間 祝島、八島 ○ ○

下松市 都市

米川村 山間 ○

光市 都市 牛島

周防村 中間 ○

大和町 大和村 中間 ○

徳山市 都市 大津島

向道村 山間 ○

須々万村 中間 ○

中須村 中間 ○

須金村2－1 山間 ○

長穂村 中間 ○

富田町 都市

福川町 都市

和田村 山間 ○

三丘村 中間 ○

高水村 中間 ○

勝間村 都市

八代村 中間 ○

須金村2－2 山間 ○ ○

鹿野町 山間 ○ ○

串村2－2 山間 ○ ○

山口市 都市

鋳銭司村 中間 ○

仁保村 山間 ○ ○

小鯖村 中間 ○ ○

大内村 都市

出雲村 山間 ○ ○ ○

島地村 中間 ○ ○

串村2－1 山間 ○ ○ ○

八坂村 山間 ○ ○ ○

柚野村 山間 ○ ○ ○

秋穂町 秋穂町 平地 ○

小郡町 小郡町 都市

阿知須町 阿知須町 中間 ○

篠生村 山間 ○ ○ ○

生雲村 山間 ○ ○ ○

地福村 山間 ○ ○ ○

徳佐村 中間 ○ ○ ○

嘉年村 山間 ○ ○ ○

防府市 都市 野島

富海村 中間 ○

右田村 中間 ○

小野村 山間 ○

大道村 平地

田布施町 田布施町

上関町 上関町

下松市 下松市

光市
光市

周南市

徳山市

新南陽市

熊毛町

鹿野町

山口市

山口市

徳地町

阿東町

防府市 防府市



合併前市町村名  旧市町村名 離島振興法 山村振興法 半島振興法 特定農山村法 過疎法

（平成14年年度末時点） （昭和25年2月1日） （昭和28年7月22日） （昭和40年5月11日） （昭和60年6月14日） （平成5年6月16日） （昭和45年4月24日）

H29.12改訂 R4.4改正 最終改正：平成17年4月1日 最終改正：平成17年3月30日 最終改正：平成17年3月30日 最終改正：令和4年4月1日

規則で定
める区域市町村名

農林統計

宇部市 都市

東岐波村 都市

厚東村 中間 ○

二俣瀬村 中間 ○

小野村 中間 ○

吉部村 中間 ○

万倉村2－1 山間 ○ ○

船木町 中間 ○

小野田市 小野田市 都市

厚狭町 中間 ○

埴生町 中間 ○

万倉村2－2 中間 ○ ○

豊田前村 中間 ○

伊佐町 中間 ○

東厚保村 中間 ○ ○ ○

西厚保村 中間 ○ ○ ○

大嶺町 中間 ○

於福村 中間 ○ ○

大田町 山間 ○ ○ ○

綾木村 中間 ○ ○ ○

真長田村 中間 ○ ○

赤郷村 山間 ○ ○ ○

秋吉村 中間 ○

岩永村 中間 ○

別府村 中間 ○

共和村 山間 ○ ○ ○

下関市 都市 六連島

王喜村 平地

吉田村 中間 ○

内日村2－1 中間 ○

豊西村2－2 中間 ○ 蓋井島

豊東村 中間 ○

岡枝村 中間 ○

楢崎村 中間 ○

内日村2－2 中間 ○

殿居村 山間 ○ ○ ○

豊田中村 中間 ○ ○

西市町 中間 ○ ○ ○

豊田下村 中間 ○ ○

豊西村2－1 中間 ○ ○

黒井村 中間 ○

川棚村 中間 ○

小串町 中間 ○

宇賀村2－1 中間 ○ ○

宇賀村2－2 山間 ○ ○ ○

神玉村 中間 ○

角島村 中間 ○ ○

神田村 中間 ○

阿川村 中間 ○

粟野村 中間 ○

滝部村 中間 ○

田耕村 中間 ○ ○ ○

美祢市

美祢市

美東町

秋芳町

宇部市

宇部市

楠町

山陽小野田市
山陽町

下関市

下関市

菊川町

豊田町

豊浦町

豊北町



合併前市町村名  旧市町村名 離島振興法 山村振興法 半島振興法 特定農山村法 過疎法

（平成14年年度末時点） （昭和25年2月1日） （昭和28年7月22日） （昭和40年5月11日） （昭和60年6月14日） （平成5年6月16日） （昭和45年4月24日）

H29.12改訂 R4.4改正 最終改正：平成17年4月1日 最終改正：平成17年3月30日 最終改正：平成17年3月30日 最終改正：令和4年4月1日

規則で定
める区域市町村名

農林統計

通村 山間 ○ ○

仙崎町 中間 ○ ○

深川町 山間 ○ ○

俵山村 山間 ○ ○

三隅町 三隅町 山間 ○ ○

日置町 日置町 中間       ○

菱海村 中間 ○ ○ ○

日置村2－2 平地 ○ ○

宇津賀村 中間 ○ ○

向津具村 平地 ○ ○

萩市 中間 ○

三見村 山間 ○ ○

大井村 中間 ○

六島村 平地 大島、相島、櫃島 ○

見島村 平地 見島 ○

川上村 川上村 山間 ○ ○ ○

須佐町2－2 山間 ○ ○ ○

小川村 山間 ○ ○ ○

江崎町 中間 ○ ○

高俣村 中間 ○ ○ ○

吉部村 中間 ○

須佐町2－1 山間 ○ ○

弥富村 山間 ○ ○ ○

明木村 山間 ○ ○ ○

佐々並村 山間 ○ ○ ○

福川村 山間 ○ ○ ○

紫福村 中間 ○ ○ ○

奈古町 山間 ○ ○

宇田郷村 山間 ○ ○

福賀村 中間 ○ ○

　

阿武町 阿武町

長門市

長門市

油谷町

萩市

萩市

田万川町

むつみ村

須佐町

旭村

福栄村


